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（仮称）美ケ原駐車場売店新築工事設計業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、（仮称）美ケ原駐車場新築工事（以下「本事業」という。）の設計に係る契約

の相手方となる設計業者の選定に当たり、公募型プロポーザル実施方法等について、必要な事

項を定めるものとする。  

 

２ 本事業の内容 

 ⑴ 整備主体 

   松本市 

 ⑵ 整備位置 

   松本市入山辺国有林２４５ト 他（八ヶ岳中信高原国定公園内） 

 ⑶ 整備施設 

   展望テラスを備えた休憩施設 

 ⑷ 概算工事費（設計、工事監理費含む） 

   約６２０，０００千円（消費税込み） 

   上記に、備品等購入費等は含みません。 

 ⑸ 事業スケジュール 

   令和８年度～令和９年度 基本設計、実施設計 

   令和１０年度～令和１１年度 建設工事 

   令和１１年度 供用開始 

  

３ プロポーザルの概要 

 ⑴ 委託業務名称 

   （仮称）美ケ原駐車場売店新築工事設計業務委託 

⑵ 業務内容 

基本設計及び実施設計に関する業務 

ア 事前調査業務（設計に必要な一切の調査） 

イ 本体工事、設備・機器等の設置工事、外構工事、インフラ等の関連整備工事の設計業務

（平成21年国土交通省告示第15号別添一に掲げる標準業務） 

ウ 各種法令・条例手続き申請に関する業務 

エ 事前説明会や周知等の地元対応及び庁内議会説明等に関する補助業務 

オ 完成パースの作成業務 

カ 什器等のレイアウト計画等作成業務 

キ 定期的に実施する発注者との打合せ業務 

⑶ 提案の要求水準 

松本市美ケ原高原魅力向上事業構想（以下「事業構想」という）のとおり 

※設計業務にあたっては、関係する法令、条例、規則等の最新版を遵守すること。なお、 

国定公園に係る関係法令等については以下のとおりとする。 

ア 自然公園法 

イ 国有林野の管理経営に関する法律（昭和２６年法律第２４６号） 

ウ 八ヶ岳中信中信高原国定公園（美ヶ原地域）管理運営計画書 

 ⑷ 目的 
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   ⑴の設計者を決定するにあたり、高い設計能力及び豊富な経験等を有する設計者を特定す

るために実施するもの。 

  

４ 契約の概要 

⑴ 業務期間 

契約締結の日から令和９年１２月２８日まで 

※ただし、基本設計については、令和９年２月２６日までに成果品を提出すること。 

⑵ 契約方法 

本事業実施にあたっての契約は、次のとおり行うものとする。  

ア 令和８年度に基本設計業務、令和９年度に実施設計業務を実施するものとし、契約につ

いては、債務負担行為を設定し設計業者と令和８年度中に随意契約を締結する。契約限度

額は、１２，２２４千円（消費税相当額込み）とする。 

なお、令和年８度の支払い限度額は４,２２４千円とする。  

  イ 令和９年度以降において所要の予算の該当金額について減額又は削除があった場合は、

契約を変更又は解除する場合がある。 

⑶ 提案内容の確保 

受注者は、基本設計及び実施設計完了時並びに発注者の定める時期に、概算工事費を発注者

に提示するものとする。この場合、受注者は概算工事費の内容が技術提案書の内容に沿ったも

のであり、かつ自ら提案した提出書類の施設整備見積額（以下｢予定工事費等｣という）を超え

てはならず、概算工事費が予定工事費等以内であることを資料に基づいて示さなければならな

い。ただし、受注者の責によらない次に掲げる場合を除く。 

ア 発注者側から設計変更等の申し出があった場合  

イ 労務単価及び資材等の価格の高騰があった場合  

ウ その他、発注者が特に認める場合 

  

５ 実施スケジュール  

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

内容 日程 

⑴ 公告  令和８年６月25日（木）  

⑵ 参加資格に関する質問書の提出期間  令和８年６月25日（木）～６月30日（火）  

⑶ 参加資格に関する質疑回答期限  令和８年７月３日（金） 

⑷ 参加表明書の提出期間  令和８年７月３日（金）～７月10日（金）  

⑸ 参加者の資格審査及び結果通知期限  令和８年７月15日（水）  

⑹ 技術提案書に関する質問書の提出期間  令和８年７月15日（水）～７月22日(水）  

⑺ 技術提案書に関する質疑回答期限  令和８年７月28日（火） 

⑻ 技術提案書の提出期間  令和８年７月28日（火）～８月６日（木）  

⑼ 現場説明会 令和８年７月下旬（詳細後日通知） 

⑽ プレゼンテーション、審査委員会 令和８年８月下旬（詳細後日通知） 

⑾ 優先交渉権者の決定 令和８年８月下旬 

⑿ 契約締結 令和８年８月下旬（予定）  

⒀ 事業の開始  令和８年９月上旬（予定）  

 

６ 参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、建築設計事務所で、参加表明書（様式１）を提出し、参

加資格が市によって確認された者とする。 
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⑴ 参加要件 

参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書等」という）の提出期限の日から契約締結

の時までに、下記の要件を満たすものとする。 

ア 必要な要件 

(ｱ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は松本市財務 

規則（昭和３年規則第１０号）第１０４条第１項の規定により入札に参加することがで 

きないとされた者でないこと。 

(ｲ) 公告の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続 

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申 

立てをしている者ではないこと。 

(ｳ) 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員又 

は同条例第６号第１項に規定する暴力団関係者ではないこと。 

(ｴ) 松本市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領（平成9年3月10日訓令甲第1

号）の規定による指名停止措置を受けていないこと。 

(ｵ) 国及び他の地方自治体において指名停止措置を受けていないこと。 

(ｶ) 松本市建設工事入札制度合理化対策要綱（昭和42年2月6日告示第11号）第8条に基づ

く建設コンサルタント入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という。）に

登録がある者であること。 

(ｷ) 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士事務所登録簿に登録されてい 

ること。 

(ｸ) 市内に本店を有し、かつ、建築士法第５条の規定による一級建築士免許の登録がされ

ている者を４名以上自社で雇用していること。ただし、当該一級建築士は全て公告日以

前３か月以上の恒常的な雇用関係にあること。 

 ⑵ 配置技術者等の要件 

   次の条件をすべて満たすこととします。  

ア 分担業務分野の再委託  

主たる分担業務分野（建築（意匠）分野）を再委託しないこと。  

イ 配置予定技術者 

   (ｱ) 管理技術者は、一級建築士であり、資格取得後１０年以上の経験を有する者であるこ

と。（原則として、契約時に申込時の管理技術者を変更することはできない。） 

   (ｲ) 管理技術者及び記載を求める各主任技術者は、それぞれ１名であること。  

(ｳ) 管理技術者が記載を求める各主任技術者を兼任していないこと。記載を求める建築

（意匠）主任技術者が、記載を求める他の分担業務分野の主任技術者を兼任していない

こと。  

注：※１「管理技術者」とは「松本市建設コンサルタント標準契約約款（建築、測量、調

査等）」第１０条の定義による。 
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松本市建設コンサルタント標準契約約款（建築、測量、調査等） 抜粋 

    （業務主任者）  

第10条 受注者は、業務の実施について管理を行う業務主任者を定め、その氏名その他

必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務主任者を変更したときも、同様と

する。ただし、発注者が必要でないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 業務主任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額

の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、次条の請求の受理、決定及び通知

並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使

することができる。 

※２ 「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を

総括する役割を担う者をいう。 

       ※３ 分担業務分野の分類は、下記による。なお、提出者において新たな分担業務分

野を追加する場合は、参加表明書の提出において様式７に従い、追加する分担業

務分野の具体的な業務内容及び分野を追加する理由等明確にすること。ただし、

この場合において当該分野の技術者の評価は行わない。なお、次の分担業務分野

を分割して新たな分野として設定はできない。 

 

分担業務分野 業 務 内 容 

建築（意匠） 
令和６年国土交通省告示第８号別添一第１項第一号ロにおいて示さ

れる「設計の種類」における「総合」 

建築（構造） 同上「構造」 

電気設備 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械設備 
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇

降機等」に係るもの 

  (ｴ) 建築（構造）分野、電気設備分野、機械設備分野において、提出者又は再委託先の協力

事務所（以下「協力事務所」という。）が、他の提出者の協力事務所となっていないこ

と。  

⑶ 提案価格の上限 

本事業の提案価格の上限は以下のとおりであり、応募者は以下の価格を上限として提案す

ること。なお、見積書において基本設計及び実施設計に係る費用がわかるようにすること。 

基本設計：４，２２４，０００円（消費税相当額込み） 

実施設計：８，０００，０００円（消費税相当額込み） 

全体上限：１２，２２４，０００円（消費税相当額込み） 

 ⑷ 参加等に係る制限事項 

参加表明書等及び技術提案書の提出は、１者につき１点に限るものとし、抵触する事項が

ある場合は参加を認めない。 

 ⑸ 協力事務所  

ア 必要に応じて協力者（以下、「協力事務所」という。）を設けることができる。 

  イ 協力事務所の選定にあたっては、十分な能力を有するものを選定するとともに自らの責任

において指導すること。また、協力事務所届（様式６）を提出すること。 

  ウ 協力事務所は、事業開始後、直接業務の一部を受託し、または、請け負うことを予定し

ている者とする。 

  エ 協力事務所の資格要件等 

(ｱ)  建築事務所に必要な要件 
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   a 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士事務所登録を受けていること。 

b 配置する担当者は、建築士法上、当該対象物件に対応できるものであること。 

(ｲ)  設備事務所に必要な要件 

建築士法（昭和25年法律第202号）による設備設計一級建築士または建築設備士が１

名以上所属していること。 

(ｳ) 建築事務所及び設備事務所に共通の要件 

６-⑴-ア-(ｱ)～(ｵ)を全て満たすこと。 

 

７ 質疑及び回答  

⑴ 受付方法  

本プロポーザルの実施に関する質問（参加資格及び技術提案書）については、質問書（様

式Ⅵ）を電子メールに添付し事務局宛てに送信すること。 

⑵ 受付期間 

参加資格に関する質疑   令和８年６月25日（木）から30日（火）午後５時まで  

技術提案書に関する質疑  令和８年７月15日（水）から 22日（水）午後５時まで  

⑶ 回答方法 

松本市ホームページへ掲載する。 

⑷ 回答期限 

参加資格に関する質疑回答  令和８年７月３日（金）  

技術提案書に関する質疑回答 令和８年７月28日（火）  

⑸ その他 

ア 電話並びに口頭による質問、指定の様式によらない質問書は受け付けない。 

イ 電子メールの件名は、「プロポーザル参加資格に関する質問」又は「プロポーザル技術

提案書に関する質問」とすること。 

ウ 指定の様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

 

８ 参加表明書の作成要領等について 

⑴ 提出資料  

ア 参加表明書 様式１  

イ 関連資料 様式２～６  

⑵ 提出資料の記入上の留意事項  

ア 参加表明書（様式１） ※押印不要  

イ 当該事務所の概要（様式２） 

   (ｱ) 本プロポーザルにおける管理技術者、主任技術者について記入すること。 

   (ｲ) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受

けた者を除く)であるか否かを記入すること。 

(ｳ) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受

けた者を除く)であるか否かを記入すること。  

(ｴ) 当該事務所の技術職員数、資格保有者数について記入すること。 

     a  重複計上はしないこと。  

b 複数の分野を担当する者については、最も専門とする分野について記入すること。 

     c 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格の保有者として取り扱うこ

と。  
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d 協力事務所の職員等は、外数の上（ ）書きとし、分けて記入すること。 

ウ 当該事務所の同種・類似業務実績（様式３）  

平成２３年４月１日以降の同種又は類似の業務実績について記入すること。業務実績と

は平成２３年４月１日以降に基本及び実施設計業務の契約履行が完了しているものをい

い、施設の工事完成は問わない。なお、単体及び共同体の実績のみとする。 

(ｱ) 同種業務の実績における対象施設は、次に該当する基本設計から携わった業務を対象 

とする。  

国定公園又はこれに類する公園内施設で、延べ面積３００㎡を超える建物の設計業務  

(ｲ) 類似業務の実績における対象施設は、次に該当する基本設計から携わった業務を対象 

とする。 

国定公園又はこれに類する公園内施設以外の観光施設で、延べ面積３００㎡を超える

建物の設計業務 

    (ｳ) 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先して記入し、同種又は類似業務の実績

が合わせて５件に満たない場合は、空欄とすること。なお、記入した業務については契

約書（鑑）の写し及び様式３の施設の概要が確認できる図面及び書類を添付すること。

また、PUBDIS※の登録がある場合は、 その写しも提出すること。 

     ※PUBDISとは、（一社）公共建築協会の｢公共建築設計者情報システム｣のことをいう。  

    (ｴ) 該当する業務実績について、次の項目を記入すること。  

a  発注者の欄には、契約の相手方を記入すること。  

b  受注形態の欄には、単独、共同体の別を記入すること。  

     c  構造・規模・面積の欄には、〔構造種別－地上階数／地下階数、延べ面積〕を記入

すること。〔例：RC－５F／B１、○○○○㎡〕 

    (ｵ) 審査において同種を類似又は実績無し、また、類似を実績無しと評価することがあ

る。 

エ 管理技術者の経歴等（様式４）、主任技術者の経歴等（様式５－１～４）  

本業務を担当する管理技術者及び記入を求める専門分野の主任技術者について、 次に従

い記入すること。また、同種・類似業務実績及び記入件数は最新のもの３件以内とする。 

    (ｱ) 平成２３年４月１日以降の同種又は類似業務の実績 

a  同種・類似業務の内容は、上記ウの(ｱ)から(ｳ)の説明と同じ。 

b 該当する業務実績については、上記ウの(ｴ)にならって記入し､あわせて関わった分

担業務分野及び立場(管理技術者、主任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)

を記入すること。 

  (ｲ) 手持業務の状況 

令和８年４月１日現在の手持設計業務（選定後未契約のものも含む）については、上

記ウの(ｴ)にならって記入し､あわせて関わった分担業務分野及び立場(管理技術者、主

任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記入すること。 ただし、工事監理業

務は除く。  

オ 協力事務所の概要（様式６） 

     ６⑸に記載のとおり  

カ 参加表明書作成上の注意事項 

使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成４ 

年法律第５１号)に定める単位とすること。 

９ 参加表明書の提出 
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⑴ 提出期間 

令和８年７月３日（金）から令和８年７月10日（金）まで（土･日曜日、祝日（以下「休 

日等」という。）を除く。） 

受付時間は、午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

⑵ 提出先 

文化観光部 観光ブランド課（大手庁舎５階） 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送により提出するものとする。また、郵送の場合においては、事務局への送達

が証明できる書留等によるものとし、提出期間最終日の午後５時までに事務局に到達したも

のを有効とする。 

 ⑷ 提出部数  

参加表明書（様式１） １部  

関連資料（様式２～６） １組 

８⑵ウ(ｳ)で求めている契約書（鑑）の写し及び様式３の施設の概要が確認できる図面及び

書類は、様式３のあとに添付すること。 

 ⑸ 関連資料（様式２～６）は表紙をつけず、様式２～６を１組として左上部をホチキス綴じ

とすること。 

 ⑹ その他 

  ア 指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないものは、一切受け付けない。 

  イ 指定の様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

 

１０ 参加資格の審査及び結果通知 

参加表明書を提出した者には、資格要件の全てを満たしているか否かを審査した上で、参

加表明が５者を超えた場合は一次評価を実施し、選考結果とともに令和８年７月15日（水）

までに参加表明書（様式第１号）に記載されたメールアドレス宛てに審査結果を電子メール

で回答する。 

 

１１ 技術提案書の作成要領等について  

⑴ 提出資料  

 ア 技術提案書 様式Ⅰ 

イ 技術資料 様式Ⅱ～Ⅴ  

ウ 本業務（設計業務）に係る見積書（任意様式） 

⑵ 提出資料の記入上の留意事項 

   ア 技術提案書（様式Ⅰ） ※押印不要 

イ 業務の実施方針（様式Ⅱ） 

     業務の実施方針として、①業務への取組体制、②事業構想に定めた内容を実現する方

法、③設計上の配慮事項を求めます。 

  ウ 特定のテーマについての技術提案（様式Ⅲ－①～⑥） 

特定テーマ 

その１ （美ケ原高原の『本質的な魅力』を活かせる機能） 

美ケ原高原の本質的な魅力である「眺望・豊かな自然環境」を感じることが

できる点を考慮して提案してください。 

その２ （集客に効果的な情報発信につながりやすい機能） 
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施設のにぎわいを演出するスペースや気軽に美ケ原高原の情報を収集できる

ような機能について提案してください。 

その３ （全天候、全季節対応型の機能） 

高原特有の強風、低温、積雪など厳しい気象条件に対応し、年間を通じて安

定的に利用できる施設について提案してください。 

その４ （売店など既存施設のホスピタリティを向上させる機能） 

自由にくつろぐことのできるスペースや見通しのよい空間を確保し、来訪者

の満足度が向上する機能について提案してください。 

その５ （維持管理コストの軽減につながる機能） 

周辺環境と調和し立地環境に配慮したデザイン、環境負荷低減にむけた取組

やイニシャルコスト、ランニングコスト等を抑えることができる提案をして

ください。加えて、資材費や人件費等が上昇局面にある中、提案事業費限度

額内での施工を前提に、コストコントロールをどう図っていくのか、その考

え方や手法を提案して下さい。 

その６ （将来的な冬季利用を見据えた機能） 

現在冬季閉鎖となっていますが、将来的に冬季利用できる場合、それに対応

できる施設及び機能について提案してください。 

提案に当たっては、「松本市美ケ原高原魅力向上事業構想」の内容に留意して作成するこ

と。  

エ 業務工程表（様式Ⅳ）  

設計業務委託の工程を提出すること。なお、工程等には、建築、設備、外構の各分野の基

本設計、実施設計の工程等を含むものとする。  

 オ 概算施設整備費見積書（様式Ⅴ） 

   ４⑶を参考に記載すること。 

 カ 技術提案資料作成上の注意事項 

   (ｱ) 様式Ⅱは A３判とし、２枚以内にまとめること。 

   (ｲ) 様式Ⅲ－①～⑥は A３判とし、各テーマ１枚にまとめること。 

   (ｳ) 業務の実施方針（様式Ⅱ）及び特定テーマについての技術提案（様式Ⅲ－①～⑥）を文

章以外に視覚的に図案等を用いて補完することも可能とする。 

(ｴ) 提出者（協力事務所を含む）を特定することができる内容（具体的な社名等）を記述し

ないこと。  

(ｵ) 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成

４年法律第５１号）に定める単位とすること。 

  (ｶ) 共通事項として、カラー可、裏面使用不可とする。 

  (ｷ)  様式Ⅱ、様式Ⅲ－①～⑥については、横使い可とする。 

キ 本業務（設計業務）に係る見積書 

  任意様式により見積書を提出すること。 

 

１２ 技術提案書の提出 

⑴ 提出期間 

令和８年７月28日（火）から令和８年８月６日（木）まで（休日等を除く。） 

受付時間は、午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

⑵ 提出先 

文化観光部 観光ブランド課（大手事務所５階） 
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⑶ 提出方法 

持参又は郵送により提出するものとする。また、郵送の場合においては、事務局への送達

が証明できる書留等によるものとし、提出期間最終日の午後５時までに事務局に到達したも

のを有効とする。 

 ⑷ 提出部数 

   ８部（正１部、副７部） 

   ただし、受託金額見積書のみ、正１部とする。 

   副本は、社名が特定できる記載等を除くこと。 

 ⑸ 技術資料（様式Ⅱ～Ⅴ）は「技術資料の表紙」をつけて、様式ⅡからⅤを１組として左上

部をホチキス綴じとすること。 

 ⑹ 様式Ⅱ～Ⅴはデータ（提出用電子媒体はＣＤ－Ｒとする）も提出すること。 

⑺ その他 

ア 指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないものは、一切受け付けない。 

イ 指定の様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

ウ 資料提供として、測量図を希望する者は、事務局に申込むこと（提供可能時期等の詳細

は問い合わせること）。 

 

１３ 提案内容の審査及び結果通知 

⑴ 選定方式 

 本プロポーザルは、２段階の選定方式とする。 

  ア 第１次審査 

    参加表明書を提出し設計プロポーザルに応募する者が５者を超えた場合は、参加表明書の

書類審査を行い、第２次審査に進む５者を選考する。 

  イ 第２次審査 

    最適候補者を選考するため、提出された参加表明書、技術提案書等を基に、審査委員会に

おいて書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、最適候補者及び次点者を選考

する。 

 ⑵ 評価基準 

   参加表明書及び技術提案書の評価基準は、別紙評価基準のとおりとする。 

   第１次審査においては、客観評価に係る点数により５者を選考し、第２次審査において 

は、客観評価、主観評価及び価格評価の総合点数で選考を行う。 

⑶ 審査委員会について 

ア 第２次審査は、「（仮称）美ケ原駐車場売店新築事業設計業務業者選定審査委員会」

（以下「審査委員会」という。）において審査する。 

イ プレゼンテーション及びヒアリングの時間、留意事項等は別途通知する。また、プレゼ

ンテーション及びヒアリング時の説明に際しては、提出した技術提案書に記述された文章

及び図案の範囲内において行うことができる。（市が用意するモニターの使用可。ただしノ

ートパソコンは持参。）追加資料の使用は認めない。 

  ウ プレゼンテーション 

(ｱ)  実施日  

令和８年８月下旬（詳細な日時、場所及び方法等については、事前に通知する。） 

(ｲ)  出席者 

出席者は配置予定の管理技術者を含め３名以内（機器操作者を含む）とする。 

(ｳ) プレゼンテーションに参加しない場合、又は災害や交通機関の事故等、やむを得な  
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いと判断される正当な事由がなく、指定時刻に遅れた場合は、失格とする。 

（注）プレゼンテーションは、対面による方式に替えて、Web会議等で実施する可能性もあ

るため、その場合は詳細について参加表明者に通知をする。 

  a 各評価者は、提案内容を評価項目ごとに評価する。 

b 各評価者の評価結果を審査・集計し、優先交渉権者、準優先交渉権者を決定する。 

c 審査は非公開とする。  

d  選考は、優先交渉権者を選定するため行う。選定後においても、市は技術的提案書

の内容に拘束されないものとする。 

  ⑷ 審査結果については、審査委員会終了後速やかに公表するとともに、すべての参加者に対 

して参加表明書に記載したメールアドレス宛てに電子メールで次のとおり審査結果等を通知 

する。 

ア 優先交渉権者として選定された者に対しては、その旨を当該参加者宛てに通知する。  

イ 優先交渉権者として選定されなかった者に対しては、その旨を当該参加者宛てに通知す

る。 

ウ 上記イの通知を受けた者は、審査結果の通知日の翌日から起算して７日以内に書面（様式

自由）により説明を求めることができるものとする。また、当該回答については、説明を求

めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に行うものとする。 

   

１４ 提案内容の協議及び見積 

提案内容の協議、見積及び契約の締結は、次のとおりとする。 

⑴ 優先交渉権者として決定した者と業務の詳細や必要な協議を行い契約締結の交渉をする。 

⑵ 優先交渉権者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合又は優先交渉権者の本プロ

ポーザルにおける失格事由若しくは不正と認められる行為が判明した場合は、順次、次の順位

以降の者を繰り上げて、その者と契約の交渉を行う。 

⑶ 契約手続は、松本市財務規則（昭和３年規則第10号）及び関係規程に定めるところによるも

のとする。 

 

１５ 提出書類の取扱い  

⑴ 提出されたすべての書類は、返却しない。  

⑵ 提出後の差し替え及び追加・削除は認めない。 ただし、提出書類の脱漏又は不明確な表示等

があり、かつ市が変更を認めたときはこの限りではない。 

⑶ 提出書類の中で第三者の著作物を使用する場合は、著作権法に求められた場合を除き、当該

第三者に承諾を得ておくこと。第三者の著作物の使用の責めは、使用した者に全て帰するもの

とする。 

⑷ 情報公開は松本市情報公開条例（平成13年12月20日条例第72号）に基づく。 

⑸ 提出書類は、本プロポーザルの実施に当たり必要な範囲において、複製を作成することがある。 

 

１６ その他  

⑴ 参加表明者が１者のみの場合でも、審査は実施するものとする。 

⑵ 参加表明書等及び技術提案書等の提出は、１者につき１件とする。 

⑶ 本事業に参加を希望する者は、本業務の提案に当たって知り得た情報等について、一切の事

項をいかなる場合も他の者に漏らすことを禁止する。また、当市から提供する資料について

も、他の者に閲覧させること、複写させること及び譲渡することを禁止する。  
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⑷ 提出書類の作成等、本プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

⑸ 本プロポーザルの参加表明書を提出した後、参加を辞退する場合には、速やかにその旨と理

由を記載した参加辞退届（Ａ４判様式任意）により届け出ること。 

⑹ 本プロポーザルの参加者は、不知又は内容の不明を理由として、異議を申立てることは で

きない。 

⑺ 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 審査委員会、事務局関係者に、本プロポーザルに関して不正な接触又は要求をした場 

合。 

イ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

ウ 提出する技術提案書について、提出前後に市の許可なしに第三者へ閲覧させた場合 

エ 審査の公平性に影響を与える行為があったと審査委員会が認めた場合 

オ その他、審査委員会が不適格と認めた場合 

⑻ 本事業の主たる部分の再委託は認めないものとする。 

⑼ 市は、審査結果の公表方法として、ホームページでの公表等を予定している。 

⑽ 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力により、市は事業及びスケジュール を

変更又は中止する場合がある。 

⑾ 本提案競技の過程において前項の事態に至った場合、市は、参加者に対して一切の責任を負

わないものとする。 

⑿ 本要領に定めのない事項及び本要領により疑義が生じた場合は、審査委員会において協議す

るものとする。 

⒀ 全参加者が失格となった場合は、改めて募集期間を設けて提案書の提出を求める。 

⒁ 配布資料（各種様式及び実施要領他）はその一部について変更する場合があるものと認識

し、応募期間中は、資料が掲載される松本市公式ホームページを注視すること。 

 

１７ 工事受注資格の喪失 

本業務を受注した設計者（協力事務所を含む）及び本業務を受注した設計者と資本・人事面等

において関連があると認められる製造業者又は建設業者は、本事業に係る全ての工事の入札に参

加し又は工事（下請け工事を含む。）を請け負うことはできません。 

 

１８ 事務局 

〒390-0874 

松本市文化観光部観光ブランド課：辻本 

電話：0263-34-8307（直通） ＦＡＸ：0263-34-8307 

E-mail：kankou@city.matsumoto.lg.jp 

市ホームページ：https://www.city.matsumoto.nagano.jp/// 

 

 

 

 

 

別紙資料等及び様式一覧 

 
１ 別紙資料 

mailto:kankou@city.matsumoto.lg.jp


  

12 
 

資料№ 名 称 交付方法 

別紙１ 松本市美ケ原高原魅力向上事業構想 ホームページに掲載 

別紙２ 評価基準 ホームページに掲載 

別紙３ 美ケ原駐車場売店新築工事 設計業務委託仕様書 ホームページに掲載 

 

２ 参考資料 

資料№ 名 称 交付方法 

参考資料① 測量図 希望者に提供 

 

３ 参加表明に関する様式 

様式№ 名 称 交付方法 

様式１ 参加表明書 ホームページに掲載 

様式２ 当該事務所の概要 ホームページに掲載 

様式３ 当該事務所の同種・類似業務実績 ホームページに掲載 

様式４ 管理技術者の経歴等 ホームページに掲載 

様式５－１ 主任技術者の経歴等 ホームページに掲載 

様式５－２ 主任技術者の経歴等 ホームページに掲載 

様式５－３ 主任技術者の経歴等 ホームページに掲載 

様式５－４ 主任技術者の経歴等 ホームページに掲載 

様式６ 協力事務所届 ホームページに掲載 

 

４ 技術提案に関する様式 

様式№ 名 称 交付方法 

様式Ⅰ 技術提案書 ホームページに掲載 

様式Ⅰ 技術資料の表紙 ホームページに掲載 

様式Ⅱ 業務の実施方針 ホームページに掲載 

様式Ⅲ－① 特定テーマその１ ホームページに掲載 

様式Ⅲ－② 特定テーマその２ ホームページに掲載 

様式Ⅲ－③ 特定テーマその３ ホームページに掲載 

様式Ⅲ－④ 特定テーマその４ ホームページに掲載 

様式Ⅲ－⑤ 特定テーマその５ ホームページに掲載 

様式Ⅲ－⑥ 特定テーマその６ ホームページに掲載 

様式Ⅳ 業務工程表 ホームページに掲載 

様式Ⅴ 概算施設整備費見積書 ホームページに掲載 

様式Ⅵ 質問書（参加表明、技術提案共通） ホームページに掲載 

任意様式 本業務（設計業務）に係る見積書 ― 

 


